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資産運用会社における業務方法書の変更に関するお知らせ 

 

大和ハウス・レジデンシャル投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する大

和ハウス・アセットマネジメント株式会社（以下、「資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役

会において、平成27年11月25日開催予定の本投資法人の投資主総会での規約の一部変更に係る議案の承

認可決を停止条件として、業務の内容及び方法を記載した業務方法書の内容の一部変更を行うことを決議

しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．変更の内容及び理由 

  平成27年11月25日開催予定の本投資法人の投資主総会において、規約一部変更にかかる議案が承認

可決された場合、変更後の規約に則り資産運用会社の業務方法書を変更する必要があることから、以下

のとおり業務方法書の一部の変更を行うものです。 

 

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みま

す｡）の改正に伴い、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする旨を

定め、併せてこれに関連する規定の修正を行うものです。 

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含みます。）

（以下「投信法施行令」といいます。）の改正により、特定資産（投信法施行令第3条に定めるものを

いいます。）の範囲に再生可能エネルギー発電設備が含まれることとなったため、運用対象に上記を加

える旨の変更を行うものです。 

（３）上記の他、条文の整備、表現の変更及び明確化、字句の修正等を行うものです。 

 

  *規約一部変更の詳細に関しては、平成27年10月8日付「規約の変更及び投資法人の役員選任に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

 

 

２．変更予定日及び届出予定日 

（１）変更予定日：平成27年11月25日 

（２）届出予定日：金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づき、変

更後、遅滞なく金融庁長官に対して届出を行います。 

 

 

 

http://daiwahouse-resi-reit.co.jp/file/ir_news-95e06be690f9555e102fc65b3994492c61be5bb2.pdf
http://daiwahouse-resi-reit.co.jp/file/ir_news-95e06be690f9555e102fc65b3994492c61be5bb2.pdf


 

 

 

３．今後の見通しについて 

本件による本投資法人の第20期（平成28年2月期）及び第21期（平成28年8月期）の運用状況に

与える影響等はなく、運用状況の予想の変更はありません。 

 

以 上 

 

 

 

 

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.daiwahouse-resi-reit.co.jp/ 
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